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証券コード　2655

2018年５月１日

株 主 の 皆 さ ま へ
秋田市土崎港北一丁目６番 2 5号

代表取締役社長 佐々木　智佳子

第46期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第46期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りますようご通知申
しあげます。
　なお、当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。また、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、2018年５月17日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2018年５月18日（金曜日）午前10時30分
２．場 所 秋田市中通二丁目６番１号

秋田ビューホテル　４階「飛翔の間」
（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第46期（2017年３月１日から2018年２月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

以　上

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.mv-tohoku.co.jp/）に掲載させてい
ただきます。

◎本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、計算書類の個別注記表につきましては、法令
及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.mv-tohoku.co.jp/）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には
記載しておりません。
従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査
報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。

－ 1 －
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議決権行使に関するお願い

Ａ 当日ご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。（ご捺印は不要

です。）また、議事資料として本冊

子をご持参ください。

Ｂ 書面による議決権の行使の場合

POST
議決権行使書

同封の議決権行使書用紙に賛否をご

表示の上、2018年５月17日（木曜日）

午後６時までに到着するようご返送

ください。
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役６名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（７名）は任期満了となります。つきましては、よ

り一層の迅速な意思決定が行えるよう、取締役を１名減員し、社外取締役２名を含む取締役６名の

選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

１
さ

佐
さ

々
き

木
 

 
ち

智
か

佳
こ

子 再任

生年月日 1959年10月12日生 所有する当社の株式数 普通株式 1,414株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1978年３月　西奥羽ジャスコ㈱入社

1997年９月　東北ウエルマート㈱ＳＭ営業本部新庄北村山営業部長

2002年９月　当社マックスバリュ新庄店店長

2006年２月　当社営業本部山形営業部 上村山地区長

2007年２月　当社商品本部山形商品部長

2007年８月　当社商品本部デリカ・ベーカリー商品部マネジャー

2013年４月　当社営業本部長

2013年５月　当社取締役

2014年３月　当社商品本部長

2016年５月　当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者
とした理由

佐々木智佳子氏は、当社における営業・商品分野での豊富な経験と実績を有し、2013年５

月に当社取締役に就任後、2016年５月に当社代表取締役社長に就任され、業績回復に向け、

強いリーダーシップを発揮しております。これらの経験及び実績を当社経営に活かすこと

ができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

特別の利害関係 佐々木智佳子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 3 －

取締役選任議案
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２
ふる

古
や

谷
 

 
けん

憲
すけ

介 再任

生年月日 1956年12月１日生 所有する当社の株式数 普通株式 1,942株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1980年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

1996年６月　同社兵庫経理課長

1999年３月　同社関東経理課長

2002年５月　同社ビジネスプロセス改革プロジェクト

2006年９月　同社業務受託センターアカウンティングサポート業務部長

2009年８月　イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部アカウンティングサポート業務部長

2010年５月　当社取締役

2010年５月　当社経営管理本部長兼内部統制担当

2010年９月　当社経営管理本部長兼経営戦略担当兼内部統制担当

2011年４月　当社財経本部長兼内部統制担当

2013年５月　当社常務取締役（現任）

2014年３月　当社管理統括本部長兼内部統制担当

2014年５月　当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当兼情報管理責任者

2016年３月　当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当（現任）

取締役候補者
とした理由

古谷憲介氏は、当社取締役に就任後、財務・経理分野での豊富な経験を活かし、経営品質

向上に努め、人事教育、総務、財務経理に関する業務全般を統括し、総合的な責任者とし

て企業体質の強化を図っております。これらの経験及び実績を当社経営に活かすことがで

きると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

特別の利害関係 古谷憲介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 4 －

取締役選任議案
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３
むら

村
かみ

上
 

 
なお

尚
と

人 再任

生年月日 1960年２月15日生 所有する当社の株式数 普通株式 3,886株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1983年４月　羽後ジャスコ㈱入社

2003年９月　当社水産商品部長

2005年２月　当社生鮮商品部長

2005年９月　当社水産運営部長

2006年２月　当社水産・畜産運営部長

2006年９月　当社生鮮運営部長

2007年８月　当社生鮮トレーニング部長

2009年９月　当社技術トレーニング部長

2010年３月　当社青森事業部長

2011年９月　当社青森東事業部長

2013年４月　当社営業副本部長兼店舗活性化担当

2014年３月　当社営業副本部長兼新潟事業部長

2015年３月　当社マックスバリュ事業本部長（現任）

2016年５月　当社取締役（現任）

取締役候補者
とした理由

村上尚人氏は、当社における商品・営業分野での豊富な経験と実績を有しており、当社マ

ックスバリュ事業本部における営業の総責任者として営業体制の強化に努めております。

これらの経験及び実績を当社経営に活かすことができると判断し、引き続き取締役として

選任をお願いするものであります。

特別の利害関係 村上尚人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 5 －

取締役選任議案
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４
く

久
ぼ

保
た

田
 

 
とも

智
ひさ

久 再任

生年月日 1957年２月13日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1983年９月　ウエルマート㈱（現マックスバリュ西日本㈱）入社

2000年３月　同社加工食品部長

2002年３月　同社兵庫第２営業本部長

2004年１月　同社ＳＳＭ商品統轄部グロサリー商品部長

2005年５月　同社取締役

2006年２月　同社兵庫事業統括部長兼西兵庫事業部長

2008年２月　同社ＳＳＭ兵庫営業担当兼東兵庫事業部長

2009年４月　同社ＳＳＭ事業本部長

2009年８月　同社商品本部長

2011年５月　同社常務取締役

2012年２月　同社ＭＶ営業担当

2013年３月　同社商品本部長

2013年５月　同社ＭＶ事業担当
 

2014年２月　同社ＭＶ事業担当兼ＭＶ・ザ・ビッグローコスト推進プロジェクトチームリ

ーダー

2014年10月　同社商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

2014年12月　同社管理担当兼商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

2015年３月　同社管理担当兼改革推進リーダー

2016年５月　当社取締役（現任）

2016年５月　当社商品本部長（現任）

取締役候補者
とした理由

久保田智久氏は、マックスバリュ西日本㈱取締役として、営業、商品、開発などの分野に

おいて豊富な経験と実績を有しており、当社取締役に就任後、商品に関する企画・開発・

仕入に関する総責任者としての任にあたっております。これらの経験及び実績を当社経営

に活かすことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま

す。

特別の利害関係 久保田智久氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 6 －

取締役選任議案
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５
の

野
ぐち

口
 

 
とし

敏
ろう

郎 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役就任年数
(本定時株主総会終結時)

３年

生年月日 1951年５月21日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1981年４月　検事任官　東京地検検事

1982年３月　松江地検検事

1985年３月　浦和地検検事

1987年３月　盛岡地検検事

1990年４月　東京地検検事

1993年４月　秋田地検検事

1996年４月　東京地検検事

1999年８月　富山地検次席検事

2001年４月　東京地検検事

2001年11月　同地検交通部副部長

2002年４月　同地検公安部副部長

2003年４月　名古屋地検公安部長

2005年４月　東京高検検事

2006年４月　札幌高検公安部長

2008年４月　東京高検検事

2009年４月　弁護士登録　一番町綜合法律事務所パートナー

2009年７月　野口敏郎法律事務所開設

2011年５月　当社社外監査役

2015年５月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
とした理由

野口敏郎氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを当社

のコンプライアンス経営の推進に活かしていただいており、今後も適切な助言・監督をい

ただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、

同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、

上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し

ております。

特別の利害関係 野口敏郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 7 －

取締役選任議案
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６
い

伊
とう

藤
 

 
ふみ

文
お

夫 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者
社外取締役就任年数

(本定時株主総会終結時)
２年

生年月日 1955年３月19日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1973年４月　仙台国税局採用

2012年７月　福島税務署長

2013年７月　仙台国税局課税第二部次長

2014年７月　仙台国税局課税第二部長

2015年９月　伊藤文夫税理士事務所開設

2016年５月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
とした理由

伊藤文夫氏は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する専門

知識と豊富な経験から、当社の経営に対し客観的かつ公正な立場でのご意見をいただいて

おり、今後も適切な助言・監督をいただけると判断し、引き続き社外取締役として選任を

お願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営

に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に

遂行することができるものと判断しております。

特別の利害関係 伊藤文夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注）１．当社は、現行定款第26条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、会社

法第427条第１項の規定により損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めてお

ります。野口敏郎氏及び伊藤文夫氏とは、当該責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認され

た場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。その内容の概要は、次のとおりであります。

取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重

大な過失がないときは、その責任限度額は、法令が定める額を限度とする。

２．当社は、野口敏郎氏及び伊藤文夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．久保田智久氏は、過去５年間に、当社親会社であるイオン㈱の子会社であるマックスバリュ西日本㈱

の業務執行者でありました。

－ 8 －

取締役選任議案
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第２号議案　監査役２名選任の件

　監査役後藤鉄朗氏及び山崎猛氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠

として監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　監査役候補者の芳賀直人氏は監査役後藤鉄朗氏、また監査役候補者の太田年和氏は監査役山崎猛氏

の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、それぞれ前任の監

査役の任期の満了する時までとなります。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

１
は

芳
が

賀
 

 
なお

直
と

人 新任 社外監査役候補者

生年月日 1957年６月10日生 所有する当社の株式数 －株

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

1987年１月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

1998年４月　チェルト㈱（現イオンディライト㈱）社長室長

2001年３月　同社ベンディングサービス事業部長

2001年５月　同社取締役

2003年10月　同社ベンディングサービス事業部商品・業務統括部長

2005年３月　同社リフレッシュメント事業部長

2005年５月　同社常務取締役

2007年４月　同社代表取締役社長

2010年５月　イオンディライト㈱取締役

2010年５月　同社業務設計・グループ営業・国際担当

2010年９月　同社取締役副社長

2010年９月　同社イノベーション・商品・グループ営業・新規事業・国際・事業推進管掌

2011年３月　同社グループ経営管掌兼危機管理担当

2011年５月　同社経営管理管掌兼危機管理担当、内部統制推進本部長

2012年５月　イオンタウン㈱常務取締役海外事業本部長

2015年６月　イオン㈱管理担当付

2016年４月　同社ドラッグ・ファーマシー事業政策チーム

2017年５月　アビリティーズジャスコ㈱取締役（非常勤）（現任)

2017年９月　イオン㈱ヘルス＆ウェルネス推進プロジェクトチーム(現任）

社外監査役候補者
とした理由

芳賀直人氏は、イオンディライト㈱において、会社の経営に関与され、危機管理や内部統

制推進を担当し、イオンタウン㈱の経営に関与された後、イオン㈱において、ドラッグ・

ファーマシー事業政策チーム等で職務を担っておりました。その豊富な経験から、当社の

経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任を

お願いするものであります。

特別の利害関係 芳賀直人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 9 －

監査役選任議案



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/04/23 11:43:59 / 17366633_マックスバリュ東北株式会社_招集通知（Ｃ）

２
おお

太
た

田
 

 
とし

年
かず

和 新任 社外監査役候補者

生年月日 1956年１月４日生 所有する当社の株式数 －株

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

1980年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

2006年９月　同社ＳＣＭ低温物流部長

2007年８月　イオングローバルＳＣＭ㈱企画部長

2007年９月　同社取締役

2011年９月　同社取締役経営管理部長

2014年４月　同社取締役経営管理本部長

2018年４月　同社取締役（非常勤）（現任）

社外監査役候補者
とした理由

太田年和氏は、イオングローバルＳＣＭ㈱取締役として会社の経営に関与され、経営管理

本部長として職務を行っておりました。その豊富な経験を当社の経営全般の監査に活か

し、有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであ

ります。

特別の利害関係 太田年和氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注）１．芳賀直人氏は、当社親会社であるイオン㈱の業務執行者であり、過去５年間に、同社及び同社の子会

社であるイオンタウン㈱の業務執行者でありました。また、同氏は、当社親会社であるイオン㈱の子

会社であるアビリティーズジャスコ㈱の非業務執行取締役であります。なお、同氏は、2018年５月17

日イオン㈱を退職予定であります。

２．芳賀直人氏は、過去２年間において当社親会社であるイオン㈱から使用人としての報酬等を受領して

おりました。また、退職時までの報酬等を将来受領する予定があります。

３．太田年和氏は、過去５年間に、当社親会社であるイオン㈱の子会社であるイオングローバルＳＣＭ㈱

の業務執行者でありました。同氏は現在、同社の非業務執行取締役であります。なお、同氏は、2018

年５月15日イオンリテール㈱を退職予定であります。

４．太田年和氏は、過去２年間において当社親会社であるイオン㈱の子会社であるイオンリテール㈱から

使用人としての報酬等を受領しておりました。また、退職時までの報酬等を将来受領する予定があり

ます。

以　上

－ 10 －

監査役選任議案
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（添付書類）

事 業 報 告

(自　2017年３月１日
至　2018年２月28日)

１．株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度における経営環境は、政府の経済政策により景気は緩やかな回復基調にあるものの、

依然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業基盤と

する東北エリアにおいても、人口減少、高齢化の進行に加えお客さまの生活防衛志向や節約志向

が依然として継続しております。また、競合各社との価格競争やドラッグストア、コンビニエン

スストア等の業種・業態を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。

　こうした環境の中で当事業年度は、重点施策である営業・商品力の強化や商圏・立地に合わせ

た店舗の活性化及びＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード登録会員による固定客づくりや小型店舗である

マックスバリュエクスプレス店舗モデルの開発に取り組んでまいりました。

　営業力強化については、スーパーバイザーをマックスバリュ事業本部に配置し、売場展開力の

向上及び地域商品の品揃えの強化を行うとともに、店舗においては夕刻のサービスレベルの向上

に努めてまいりました。

　商品力強化については、生鮮食品の産地直送商品の拡大及び在庫の適正化による鮮度の改善や

生鮮３部門とサービスデリの名物商品の育成・強化に取り組んでまいりました。また、お客さま

の節約・低価格志向への対応として、火曜市の強化や購買頻度の高い商品をお値打ち価格で提供

する「安い値！」の展開に加えマックスバリュ事業とディスカウント事業の共同仕入れによる、

価格競争力のある商品を展開してまいりました。

　既存店舗においては、地域にあった商品の品揃えや競争環境の変化に対応するための活性化を

７店舗で実施してまいりました。

　さらに、当第３四半期より商品のアウトパック化・キット化商品拡大や商品在庫削減による店

内作業の軽減を図るとともに、お客さまに支持される売場作りのために大型店舗を中心に生鮮売

場の品揃えの見直しを実施してまいりました。

－ 11 －

事業の経過及びその成果



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/04/23 11:43:59 / 17366633_マックスバリュ東北株式会社_招集通知（Ｃ）

　固定客づくりについては、現金でのお支払いでポイントがたまるＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード会

員登録に取り組んだ結果、当初の目標数を上回り登録会員数は増加しております。

　マックスバリュエクスプレス店舗については、２店舗目となる新屋関町店を2017年３月８日に

秋田市に開店いたしました。単身・高齢化世帯への対応として、簡便・即食商品を店舗入り口付

近に配置し、生鮮食品の少容量商品の品揃えを充実させたこと等により、短時間でのお買物が可

能となり商圏のお客さまより好評をいただいております。

　これらの結果、当事業年度累計期間においては、売上高前期比は99.0％となり、客数同97.3％、

客単価同101.7％となりました。

　一方、収益性の改善に向けた取り組みとして、品揃えの見直しによる値入率改善に取り組み、

売上総利益率は前期比0.1ポイント上昇し22.8％となりました。

　経費面においては、広告宣伝費等の増加により前期比100.2％となりました。

　こうしたことから当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。

営業収益　　　　 1,053億３百万円（前期比　99.0％）

営業利益　　　　　　12億17百万円（前期比　88.7％）

経常利益　　　　　　12億45百万円（前期比　89.2％）

当期純利益　　　　　３億３百万円（前期比　58.6％）

＜商品部門別の動向＞

　農産・水産・畜産・サービスデリの生鮮食品部門においては、簡便・即食志向の商品群であ

る惣菜、サラダ、弁当や牛肉、豚肉、挽肉などが好調に推移いたしました。

　加工食品・デイリー食品部門においても、簡便・即食志向の商品群である電子レンジで温め

るだけのチルド加工品、メインディッシュとなる冷凍食品等調理の簡便な商品群が堅調な伸び

を示したほか、健康志向を背景とした雑穀米のニーズの高まり等により穀類が好調に推移いた

しました。

－ 12 －

事業の経過及びその成果
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＜商品部門別売上状況＞

　前事業年度及び当事業年度における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

期　　　別

商品部門別

前事業年度

(自　2016年３月１日
至　2017年２月28日)

当事業年度

(自　2017年３月１日
至　2018年２月28日) 比較増減

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

加 工 食 品 34,642 33.2 34,058 32.9 △584

生 鮮 食 品 39,230 37.5 39,072 37.8 △157

デ イ リ ー 食 品 25,333 24.2 25,216 24.4 △117

食 品 部 門 計 99,206 94.9 98,347 95.1 △858

ノ ン フ ー ズ 5,111 4.9 4,881 4.7 △229

そ の 他 189 0.2 189 0.2 △0

非 食 品 部 門 計 5,300 5.1 5,070 4.9 △230

合 計 104,507 100.0 103,418 100.0 △1,089

－ 13 －

事業の経過及びその成果
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(2) 社会貢献・環境保全活動

　当社は、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオ

ングループ共通の基本理念のもと、様々な環境保全活動及び社会貢献活動に取り組んでおります。

具体的には社会貢献活動として、各店舗・事業所による地域清掃活動「クリーン＆グリーン活動」

を始め、地域のボランティア団体にお買い上げ金額の１％を寄付する「イオン幸せの黄色いレシ

ートキャンペーン」の実施、イオン社会福祉基金を活用した各県の社会福祉施設へのボランティ

ア活動の実施などを継続して行っております。また、環境保全活動として、「買物袋持参キャン

ペーン」の展開や、店頭でのリサイクル回収の実施などを行っております。

　当社は今後も、東北エリアの皆さまの暮らしを支えるという社会的使命を確実に果たしていく

ため、社会貢献・環境保全活動に積極的に取り組んでまいります。

(3) 設備投資及び資金調達の状況

　当期は新店１店舗の開店、７店舗の既存店活性化などを行い、設備投資額は1,191百万円となり

ました。この設備投資の資金需要は自己資金及び借入金で賄っております。

(4) 直前三事業年度の財産及び損益の状況

区　　　　　分
第43期

(2015年２月期)
第44期

(2016年２月期)
第45期

(2017年２月期)

第46期
(当事業年度)
(2018年２月期)

営 業 収 益 (百万円) 110,968 112,234 106,395 105,303

経 常 利 益 (百万円) 231 1,246 1,396 1,245

当期純利益または当期純損失(△) (百万円) △973 759 516 303

１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失(△) (円) △53.51 41.74 28.39 16.64

総 資 産 (百万円) 25,162 23,762 22,714 21,534

純 資 産 (百万円) 2,618 3,352 3,883 4,203

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) △145.12 △88.63 △48.84 △25.31

（注）１．１株当たり当期純利益（△純損失）は、Ａ種種類株式が転換仮定方式に準じて算定された株式数を、
自己株式控除後の普通株式期中平均株式数に加えて算出しております。

２．１株当たり純資産額は、純資産の部の合計額よりＡ種種類株式の払込金額を控除した金額を、自己株
式控除後の普通株式期末発行済株式数で除して算出しております。

３．第43期の当期純損失は、減損損失の計上等によるものであります。

－ 14 －

社会貢献・環境保全活動、設備投資及び資金調達の状況、直前三事業年度の財産及び損益の状況
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(5) 対処すべき課題

　当社が営業基盤とする東北エリアにおいては、お客さまの生活防衛意識が依然として高く、低

価格志向はより強まり、少子高齢化に伴う人口減少とともに競合他社との価格競争や異業種との

競争が一層激化するなど、全国的にみても特に厳しい状況が続いております。こうした状況下に

ある東北エリアにおいて当社は、2018年度について以下の施策に積極的に取り組むことにより経

営基盤の強化を目指してまいります。

①　営業力の強化をはかります。

・商品改革、品切れ削減、夕刻強化などにより、一人当たり買上点数の増加を継続して推し

進めます。

・産地直送商品の拡大、生鮮在庫の適正化による鮮度改善、名物商品の開発、地域密着の品

揃えの強化を進めてまいります。

・地域、立地、客層に合わせた店舗モデルづくりを推進してまいります。

②　収益性の改善をはかります。

・売価変更ロスの削減・在庫の適正化をはかることで売上総利益率の向上に努めます。

・ムダの排除、店内作業の効率化、夕刻への人員配置などにより生産性の向上に努めます。

(6) 主要な事業内容（2018年２月28日現在）

　当社は、主として食料品、日用雑貨等を「マックスバリュ」、「ザ・ビッグ」、「マックスバ

リュエクスプレス」の店舗で小売販売しております。

(7) 主要な営業所（2018年２月28日現在）

　当社は、秋田県に本社を置き、青森県23店舗、秋田県38店舗、山形県24店舗、岩手県10店舗の

合計95店舗で営業活動を行っております。

〔本社〕　　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　なお、店舗情報につきましては当社ウェブサイトに掲載しております。

－ 15 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所
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(8) 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 461名 ６名増 46歳２ヵ月 18年６ヵ月

女 性 180名 ２名減 41歳０ヵ月 16年７ヵ月

合計または平均 641名 ４名増 44歳９ヵ月 18年０ヵ月

（注）１．従業員数は就業人員数であり、関係会社等からの受入出向者６名を含めております。

２．上記の従業員のほか、フレックス社員（パートタイマー）を採用しており、当期における平均雇用人

数は4,419名（１日８時間換算）であります。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の議決権を子会社を含めたグループで

71.56％（直接所有70.15％）を保有しております。なお、比率の計算に当たっては株式会社証

券保管振替機構の持つ議決権８個を含んで計算しております。当社は親会社を中心とするイオ

ングループのスーパーマーケット事業における東北地区の中核企業であります。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

－ 16 －

従業員の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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(10) 主要な借入先及び借入額（2018年２月28日現在）

借 入 先 借　 入　 金　 残　 高　 （百万円）

株 式 会 社 岩 手 銀 行 580

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 500

株 式 会 社 き ら や か 銀 行 260

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200

株 式 会 社 秋 田 銀 行 160

株 式 会 社 北 都 銀 行 160

株 式 会 社 み ち の く 銀 行 80

株 式 会 社 北 日 本 銀 行 80

株 式 会 社 青 森 銀 行 80

株 式 会 社 山 形 銀 行 80

合 計 2,180

－ 17 －

主要な借入先の状況
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２．会社の株式に関する事項（2018年２月28日現在）

(1) 発行可能株式総数 普通株式　47,999,550株

Ａ種種類株式　　 450株

(2) 発行済株式の総数 普通株式　13,129,200株

Ａ種種類株式　　 450株

(3) 株主数 普通株式　　　18,901名

Ａ種種類株式　　　１名

(4) 単元株式数 普通株式　　　　 100株

Ａ種種類株式　　　１株

(5) 大株主

株 主 名
持 株 数

持 株 比 率
普 通 株 式 Ａ種種類株式 合 計 株 式

株 株 株 ％
イ オ ン 株 式 会 社 9,206,800 450 9,207,250 70.13

Ｍ Ｖ 東 北 共 栄 会 322,500 － 322,500 2.46

マ ッ ク ス バ リ ュ 東 北 従 業 員 持 株 会 274,100 － 274,100 2.09

マ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社 108,000 － 108,000 0.82

三 菱 食 品 株 式 会 社 41,900 － 41,900 0.32

株 式 会 社 松 紀 38,660 － 38,660 0.29

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 36,000 － 36,000 0.27

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 36,000 － 36,000 0.27

株 式 会 社 北 都 銀 行 30,000 － 30,000 0.23

株 式 会 社 大 商 金 山 牧 場 30,000 － 30,000 0.23

（注）１．大株主上位10名を記載しております。

２．持株比率は発行済株式（普通株式及びＡ種種類株式）の総数から自己株式（普通株式326株）を控除し

て算出しております。

－ 18 －

会社の株式に関する事項
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況（2018年２月28日現在）

名 称
（発行決議日）

行 使 期 間 新株予約権の数
目的となる株式の
種 類 及 び 数

保 有 者 数
（社外取締
役を除く）

発 行 価 額 行 使 価 額

第２回新株予約権
（2010年４月６日）

2010年５月21日～
2025年５月20日

７個
普通株式

700株
１名

１株当たり
613円

１株当たり
１円

第３回新株予約権
（2011年４月５日）

2011年５月21日～
2026年５月20日

14個
普通株式

1,400株
２名

１株当たり
581円

１株当たり
１円

第４回新株予約権
（2012年４月５日）

2012年５月21日～
2027年５月20日

36個
普通株式

3,600株
３名

１株当たり
642円

１株当たり
１円

第５回新株予約権
（2013年４月18日）

2013年６月10日～
2028年６月９日

79個
普通株式

7,900株
３名

１株当たり
872円

１株当たり
１円

第６回新株予約権
（2016年４月13日）

2016年６月10日～
2031年６月９日

96個
普通株式

9,600株
５名

１株当たり
1,111円

１株当たり
１円

第７回新株予約権
（2017年４月12日）

2017年６月10日～
2032年６月９日

122個
普通株式

12,200株
６名

１株当たり
1,210円

１株当たり
１円

（注）　上記新株予約権の権利行使の条件は、各回共通で以下のとおりです。

１．新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあ

ることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を退任した場合であっても、退任日から５年

以内に限って権利行使ができるものとする。

２．新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使する

ことはできないものとする。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 19 －

会社の新株予約権等に関する事項
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2018年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 々 木 　 智 佳 子

専 務 取 締 役 加 藤 久 誠
開発本部長兼情報管理責任者兼リスクマ
ネジメント責任者

常 務 取 締 役 古 谷 憲 介
管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担
当

取 締 役 村 上 尚 人 マックスバリュ事業本部長

取 締 役 久 保 田 　 智 　 久 商品本部長

取 締 役 野 口 敏 郎 弁護士

取 締 役 伊 藤 文 夫 税理士

常 勤 監 査 役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ北海道株式会社監査役

監 査 役 山 崎 　 猛
マックスバリュ中部株式会社常勤監査役
イオンビッグ株式会社監査役

監 査 役 飯 島 誠 一 公認会計士

監 査 役 居 城 泰 彦 イオン株式会社ＳＭ事業担当付

（注）１．取締役野口敏郎氏、伊藤文夫氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役後藤鉄朗氏及び監査役山崎猛氏、飯島誠一氏は社外監査役であります。

３．当社は、取締役野口敏郎氏、伊藤文夫氏、監査役飯島誠一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役飯島誠一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。

(2) 事業年度中に退任した取締役

氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

山 内 紀 幸 2017年５月19日 任 期 満 了 取締役経営企画本部長兼事業推進担当兼環境管理責任者

－ 20 －

会社役員に関する事項
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(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、2015年５月20日開催の第43期定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役

等であるものを除く。）及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

　当該定款に基づき当社が社外取締役野口敏郎氏、伊藤文夫氏及び社外監査役飯島誠一氏と締結

した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

　社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がな

いときは、法令で定める額を限度として責任を負担する。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
８名

（うち社外取締役２名）
104百万円

（うち社外取締役９百万円）

監 査 役
３名

（うち社外監査役３名）
18百万円

（うち社外監査役18百万円）

合 計 11名 123百万円
 

（注）１．株主総会の決議（2007年５月９日定時株主総会）による報酬限度額は、取締役250百万円以内（使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まない）とし、このうち、株式報酬型ストックオプション公正価値分

として年額30百万円以内、かつ新株予約権個数250個を１年間の上限とすることを定めております。監

査役の報酬限度額は、40百万円以内であります。

２．上記支給人数は、無報酬の監査役１名（在任の監査役１名）を除いております。

３．報酬等の総額には2018年４月11日開催の取締役会決議に基づき付与いたしました株式報酬型ストック

オプションを目的とした新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額（取締役５名14百万円）及び第

46期に係る役員業績報酬支給見込額が含まれております。

(5) 社外役員に関する事項

①　社外取締役及び社外監査役の他の法人等の重要な兼職の状況

区 分 氏 名 兼職先の他の法人等名 兼 職 の 内 容 当社との関係

常勤監査役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ北海道株式会社 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

監 査 役 山 崎 　 猛
マックスバリュ中部株式会社 常 勤 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

イ オ ン ビ ッ グ 株 式 会 社 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

－ 21 －

会社役員に関する事項
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②　社外役員の当該事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 内 容

取 締 役 野 口 敏 郎

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席し議
案審議等に必要な発言を適宜行っております。また店舗の往査を
行う一方、専門的な見地から当社の事業について有益なご意見を
いただいております。

取 締 役 伊 藤 文 夫

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち10回出席し議
案審議等に必要な発言を適宜行っております。また店舗の往査を
行う一方、専門的な見地から当社の事業について有益なご意見を
いただいております。

常 勤 監 査 役 後 藤 鉄 朗

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査や開発物件
視察を行う一方、常勤監査役として重要な決定に関する経営会議
にも出席の上、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関
し十分な監視機能を果たし、有益なご意見をいただいておりま
す。

監 査 役 山 崎 　 猛

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査を行う一
方、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監
視機能を果たし、有益なご意見をいただいております。

監 査 役 飯 島 誠 一

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査を行う一
方、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監
視機能を果たし、有益なご意見をいただいております。

 (注) 　上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき取締役会があった

ものとみなす書面決議が６回ありました。

③　社外役員が当社の親会社または当該親会社の子会社から当事業年度において役員として受け

た報酬等の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14百万円

－ 22 －
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

会計監査人としての報酬等の額 36百万円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人としての報酬等の額に

はこれらの合計額を記載しております。
 

２．当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計

監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監

査人の報酬等について同意を行っております。

－ 23 －
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(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

役全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後 初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

(1) 決議の内容の概要

　2006年５月10日開催の取締役会において内部統制システム構築に関する基本方針について決議

し、その後定期的に見直しを行い４回の改定を経ておりましたが、内部統制システムの実効性を

より高めることを目的に、2015年５月20日に開催した取締役会において以下のとおり改定決議し

ております。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 当社は、イオングループの「企業理念」（お客さまへの貢献、平和を追求、人間を尊重、

地域社会に貢献）及びグループで共有する「イオン行動規範」を、従業員全ての行動の礎

とします。また、企業の社会的責任を果たすため、法令順守を経営の 重要事項と位置づ

けています。

2) 代表取締役社長の直轄組織である企業倫理担当取締役を委員長とする「コンプライアンス

委員会」、内部統制担当取締役を委員長とする「内部統制進捗会議」を定期的に開催し、

法令順守のための内部統制システムの構築・運用等について決定し、その重要事項を取締

役会等の重要な会議に定期的に報告します。

3) 「イオン行動規範」の順守はもとより、社内規程及び法令順守に関連する規程等の整備を

行うとともに、当社コンプライアンス・プログラムに基づいた定期的・継続的な社内教育

を実施し、取締役及び従業員の法令順守と倫理意識の維持向上に努めます。

4) 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る各種規程・マニュアル・手順書等の整

備を進めるとともに、財務・経理の組織やその運用及び評価の体制の強化をはかります。

－ 24 －
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5) 内部監査部門である経営監査室は、被監査部門からの独立性を維持し、内部統制システム

が有効に機能し運用されているかの監視及び指摘を行い、代表取締役社長より改善指導が

行われることを確保します。

6) 当社は社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との一切の関係を

遮断し、それらとの接触を未然に回避します。万一それら勢力から不当な要求を受けた場

合には、警察・弁護士等の外部機関と連携し、毅然とした態度で法的手段を含めた対応を

します。

7) 監査役または監査役会は、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築・運用状況を

監査し、定期的に取締役会等重要な会議において報告、助言を行い、または是正を求めま

す。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1) 取締役は、法令及び当社文書規程に従い、その職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。

以下同じ。）及びその他重要な情報を適切に保存し、管理します。（株主総会議事録、取

締役会及び経営会議議事録、取締役を 終決裁者とする決裁書類、会計帳簿・計算書類、

その他法令及び文書規程に定める文書等）

2) 情報システムを安全に管理及び監視し、適切な維持・運用を行います。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1) 当社は、リスクの管理を経営の重要な要素と位置づけ、災害、環境及びコンプライアンス

等経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識・評価する仕組みを構築するととも

に、危機管理規程に基づき、全従業員への徹底をはかり事前の予防体制を構築します。

2) 代表取締役社長直轄の経営監査室は、当社方針に基づいて事業活動が適切に運営されてい

るか定期的な監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ

て、経営幹部に改善または是正を求めます。

3) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とす

る対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止するとともに、再発防止策を講

じます。

－ 25 －

業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/04/23 11:43:59 / 17366633_マックスバリュ東北株式会社_招集通知（Ｃ）

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 業務の有効性と効率性をはかる観点から、当社経営に係る重要事項について社内規定に従

い、経営会議の審議を経て、取締役会において決定します。

2) 取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各本部長等が迅速に遂行

します。また、内部牽制機能を確立するため、職務責任権限規程においてそれぞれの組織

権限や実行責任者を明確にし、適切な業務手続を定めます。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) より良い地域社会との関係を構築するとともに、企業としての社会的責任を果たすため、

グループで共有する「イオン行動規範」及びコンプライアンスに関する基準を順守してま

いります。また、「コンプライアンス委員会」を設置し、行動規範及び当社固有の課題を

織り込んだマニュアル・ルールを独自に作成するとともに、コンプライアンス・プログラ

ムによる定期的・継続的な社内教育を行っています。
 

2) 当社は、グループ全従業員を対象とするイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、

当社に関する事項は、当社の担当部署及び監査役に報告されるほか、イオン株式会社の監

査委員会にも報告されます。

⑥　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

1) 当社は、グループ各社の関係部門が定期的に開催する担当者会議に出席し、法改正対応の

動向・対応の検討、業務の効率化に資する対処事例の水平展開等を進めています。当社と

しては、水平展開候補事例の通知を受けるほか、コンプライアンス状況等に係る報告等を

適宜受ける体制としており、具体的対応の決定については、当社が自主決定しております。

2) 親会社との賃貸借契約やプライベートブランド商品の売買取引という利益相反取引につい

ては、市場価格での取引として、当社の利益を損なわない体制としています。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項

　監査役の求めに応じ取締役会は、監査役の職務を補助する適切な従業員を配置します。

－ 26 －
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⑧　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役補助者の適切な職務の遂行のため、人事考課は監査役が行い、任命・解任・人事異動・

賃金等の改定について監査役の同意を得た上、取締役会で決定するものとし、取締役からの独

立性を確保するものとします。

⑨　監査役の第７項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮命令に従うものとし、他部署の業務を兼

務する場合は、監査役に係る業務を優先するものとします。

⑩　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

1) 取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を

行います。

2) 取締役及び従業員は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等会社に著しい損害を及

ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査役または監査役会に報告します。

3) 監査役への報告は、定期的な報告及び必要の都度、遺漏・遅滞なく行います。

⑪　前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確

保するための体制

　当社は、取締役及び従業員に対し監査役へ報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを

行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。

⑫　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該

請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

速やかに当該費用または債務を処理します。

⑬　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 代表取締役社長及び取締役と監査役、会計監査人はそれぞれ相互の意思疎通をはかるため

定期的に意見交換会を開催します。

2) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じ、コンプライアンスに関する事項を含む重要事

項についての調査に協力します。

3) 取締役は、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を

はかり、監査業務に関する助言を受ける機会を整備します。
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(2) 体制の運用状況の概況

　当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成されており、その取締役会には

取締役及び監査役が出席して、各業務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、

重要事項の審議・決議を行っております。

　議場において社外取締役は、独立した立場から審議に加わるとともに、経営の監視・監督を行

っており、各監査役についても同様に経営の監査を行っております。

　また、常勤監査役は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役

から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題

点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上をはかってお

ります。

７．株式会社の支配に関する基本方針に関する事項

　当社としては重要な事項として認識しており継続的に検討しておりますが、親会社及び緊密な者

または同意している者の議決権の所有割合が50％を超えている現状を考慮して、現時点での防衛策

の導入は実行しておりません。

（注）１．本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

２．売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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１．貸　借　対　照　表
（2018年２月28日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産）

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

［7,099］

785

168

2,901

34

206

99

2,791

113

△2

［14,435］

（12,147）

5,579

555

1,277

4,735

0

（37）

20

17

（2,249）

158

2

246

1,205

615

20

流 動 負 債 ［14,261］
買 掛 金 8,039
短 期 借 入 金 1,180
１年内返済予定の長期借入金 400
未 払 金 1,101
未 払 費 用 982
未 払 法 人 税 等 436
未 払 消 費 税 等 150
預 り 金 1,533
賞 与 引 当 金 136
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 21
設 備 関 係 支 払 手 形 224
そ の 他 55

固 定 負 債 ［3,069］
長 期 借 入 金 600
退 職 給 付 引 当 金 298
長 期 預 り 保 証 金 1,140
資 産 除 去 債 務 1,021
そ の 他 9

負 債 合 計 17,330
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 ［4,092］
資 本 金 （3,688）
資 本 剰 余 金 （4,069）

資 本 準 備 金 4,069
利 益 剰 余 金 （△3,664）

利 益 準 備 金 338
そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産圧縮積立金 118
別 途 積 立 金 300
繰 越 利 益 剰 余 金 △4,421

自 己 株 式 （△0）
評 価 ・ 換 算 差 額 等 ［75］

その他有価証券評価差額金 75
新 株 予 約 権 ［35］

純 資 産 合 計 4,203
資 産 合 計 21,534 負 債 純 資 産 合 計 21,534

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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２．損　益　計　算　書

(自　2017年３月１日
至　2018年２月28日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 103,418

売 上 原 価 79,789

売 上 総 利 益 23,628

そ の 他 の 営 業 収 入 1,885

営 業 総 利 益 25,513

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,295

営 業 利 益 1,217

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6

債 務 勘 定 整 理 益 11

補 助 金 収 入 8

受 取 保 険 金 7

違 約 金 収 入 1

そ の 他 13 48

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12

そ の 他 7 19

経 常 利 益 1,245

特 別 損 失

減 損 損 失 823 823

税 引 前 当 期 純 利 益 422

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 461

法 人 税 等 調 整 額 △342 119

当 期 純 利 益 303

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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３．株主資本等変動計算書

(自　2017年３月１日
至　2018年２月28日)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,686 4,067 4,067 338 118 300 △4,724 △3,967 △0 3,785

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1 1 1 3

当 期 純 利 益 303 303 303

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 1 1 1 ― ― ― 303 303 ― 306

当 期 末 残 高 3,688 4,069 4,069 338 118 300 △4,421 △3,664 △0 4,092

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 73 73 24 3,883

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 3

当 期 純 利 益 303

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 1 10 12

当 期 変 動 額 合 計 1 1 10 319

当 期 末 残 高 75 75 35 4,203

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2018年４月９日

マックスバリュ東北株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 青 柳 淳 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 下 平 貴 史 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マックスバリュ東北株式会社の2017年３月１日から
2018年２月28日までの第46期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －

会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2017年３月１日から2018年２月28日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査

役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に必

要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構

築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 33 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年４月18日

マックスバリュ東北株式会社　監査役会

常勤監査役 後 藤 鉄 朗 

監 査 役 山 崎 　 猛 

監 査 役 飯 島 誠 一 

監 査 役 居 城 泰 彦 

（注）常勤監査役　後藤鉄朗、監査役　山崎猛、監査役　飯島誠一は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定

める社外監査役であります。

以　上

－ 34 －

監査役会の監査報告



株主総会会場のご案内

【場　所】秋田市中通二丁目6番1号　秋田ビューホテル　4階「飛翔の間」
【T E L 】 018（832）1111
【交　通】 JR秋田駅西口より徒歩7分

駐車場の用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
なお、秋田市公営駐車場をご利用の場合には、
お帰りの際、駐車券をホテルフロントにご提示ください。
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株主総会会場
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